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障
が
い
者
週
間

　

毎
年
12
月
3
日
か
ら
9
日
ま
で
は
、「
障
が

い
者
週
間
」
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
こ
の
「
障

が
い
者
週
間
」
を
き
っ
か
け
に
、
誰
も
が
尊
重

さ
れ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
こ
こ
ろ
の
輪
を
ひ
ろ
げ

ま
し
ょ
う
！！

福　
　

祉

者
は
除
く
）で
、
家
事
な
ど
の
基
本
的
な
生

活
習
慣
が
十
分
で
な
い
人（
家
族
介
護
者
の

心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
の
利
用
も
可
）

料
基
本
７
０
８
円
／
日（
1
泊
2
日
は
2

日
間
と
計
算
）、朝
食
３
８
０
円
／
食
、昼
食
・

夕
食
各
５
０
０
円
／
食

除
雪
応
援
隊
の
派
遣

容
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
で
除
雪

が
困
難
で
外
出
が
で
き
な
い
世
帯
の
孤
立
化

を
防
ぐ
た
め
、
地
域
に
お
け
る
除
雪
体
制
が

整
う
ま
で
の
間
、
市
職
員
で
編
成
し
た
除
雪

応
援
隊
を
派
遣　

対
①
避
難
行
動
要
支
援

者（
災
害
時
要
援
護
者
）支
援
制
度
に
登
録

さ
れ
て
い
る
世
帯　

②
避
難
行
動
要
支
援
者

（
災
害
時
要
援
護
者
）に
準
ず
る
人
と
し
て

認
め
ら
れ
る
世
帯　

条
積
雪
量
が
50
㌢
以

上
で
あ
り
、
本
人
や
家
庭
、
地
域
で
除
雪
で

き
な
い
場
合
に
玄
関
か
ら
公
道
ま
で　

※
駐

車
場
の
除
雪
や
屋
根
の
雪
下
ろ
し
な
ど
は
行

い
ま
せ
ん
。　

募
電
話
に
て
問
い
合
わ
せ

先
ま
で

※
受
付
時
間
：
平
日
の
8:

30
～
15:
00

※
除
雪
実
施
は
、
申
込
日
の
翌
日
以
降
の
平

日（
午
前
中
）と
し
ま
す
。

※
積
雪
前
の
事
前
予
約
は
行
い
ま
せ
ん
。

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
１

駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

	

14
ペ
ー
ジ
）

消
防
出
初
め
式

時

平
成
27
年
１
月
11
日（
日
）
９:

00
～

11:

30　

所
鳥
取
西
高
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
久
松

公
園
お
堀
端　

容
一
斉
放
水
、
は
し
ご
登

り
、
ま
と
い
と
古
式
ポ
ン
プ
操
法
な
ど

認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い 

　

〜
毎
月
第
２
金
曜
日
開
催
〜

時
12
月
12
日
（
金
）
10:

00
～
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）

容
本
人
や
家
族
が
認
知
症
の
問
題
や
介
護

の
悩
み
な
ど
の
情
報
交
換
を
し
、
不
安
を
解

消
す
る
場　

料
無
料

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
次
の
各
セ
ン
タ

ー
で
も
受
け
て
い
ま
す
。

問
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

	

毎
週
月
～
金　

10:

00
～
18:

00

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

問
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
12
月
20
日
（
土
）
10:

00
～
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
第
一
会
議
室
（
富
安
二
丁

目
）　

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心

の
あ
る
人　

容
お
正
月
飾
り
作
成
（
ミ
ニ
門

松
作
り
）　

▽
講
師
：
浜
坂
園
芸	

原
田
さ
ん　

料
１
５
０
０
円　

募
12
月
12
日
（
金
）
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
駅
南
庁

舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

	
０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

地
域
療
育
セ
ミ
ナ
ー

　

発
達
に
気
が
か
り
が
あ
っ
た
り
障
が
い
の

あ
る
お
子
さ
ん
が
、
地
域
の
支
援
で
よ
り
よ

さ
い
。
な
お
、申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、

鳥
取
市
農
業
委
員
会
、
各
総
合
支
所
産
業
建

設
課
お
よ
び
Ｊ
Ａ
各
支
店
に
あ
る
申
請
書
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

▽
提
出
期
限
：
平
成
27
年
1
月
10
日（
土
）

問
第
二
庁
舎
鳥
取
市
農
業
委
員
会
事
務
局

	

０
８
５
７-

20-

３
３
９
３

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
協
力
の
お
願
い

時
12
月
中　

容
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
と
な
る
総
合
計
画
の
策
定
な
ど
に
活
用
す

る
た
め
の
市
民
意
識
調
査　

対
市
内
在
住

の
15
歳
以
上
80
歳
未
満
の
市
民
４
千
人
（
住

民
基
本
台
帳
か
ら
任
意
抽
出
）　

※
調
査
票

は
郵
送
に
よ
り
配
布
し
ま
す
の
で
、
お
手
元

に
届
き
ま
し
た
ら
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

14
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（

14
ペ
ー
ジ
）

【
応
急
軽
度
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
】

容
本
人
ま
た
は
介
護
者
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど

に
よ
っ
て
一
時
的
な
生
活
支
援
が
必
要
な
場

合
、
家
事
援
助
員
を
派
遣　

対
市
民
税
非

課
税
の
概
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
な
ど　

料
30
分
あ
た
り
80
円
（
1

カ
月
11
時
間
以
内
）

【
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
】

容
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
宿
泊
し
、
生
活
習
慣

な
ど
の
指
導
、
体
調
の
調
整
を
図
る　

▽
利

用
施
設
：
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鳥
取
市
な
ご
み

苑（
的
場
二
丁
目
1
）　

▽
利
用
日
数
：
年
21

日
ま
で　

対
生
活
機
能
の
低
下
が
認
め
ら

れ
、
要
介
護
・
要
支
援
の
状
態
に
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
高
齢
者（
要
介
護
・
要
支
援
認
定

※
当
日
は
、
お
堀
端
周
辺
で
交
通
規
制
を
行

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
危
機
管
理
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
１
８

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
載
申
請

条
本
市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
７
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
次
の
ど
ち
ら

か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と

①
10
㌃
以
上
の
農
地
を
所
有･

借
り
受
け
し
、

耕
作
の
業
務
を
営
む
人

②	

①
の
人
と
同
居
す
る
親
族
ま
た
は
そ
の

配
偶
者
で
、
耕
作
に
従
事
す
る
日
数
が
年
間

お
お
む
ね
60
日
に
達
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人

募
申
請
書
は
12
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
の

で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

問
本
庁
舎
企
画
調
整
課

０
８
５
７-

20-

３
１
５
３

年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動　
　
　

12
月
９
日（
火
）
〜
18
日（
木
）

ゆ
ず
り
合
う　

ゆ
と
り
と
笑
顔　

防
ぐ
事
故

【
運
動
の
重
点
】

●
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車
乗

用
中
の
交
通
事
故
防
止

●
高
齢
者
と
子
ど
も
の
交
通
事
故
防
止

●
飲
酒
運
転
の
根
絶

●
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
と
全
て
の
座
席
の
シ

ー
ト
ベ
ル
ト
の
使
用
（
着
用
）
の
徹
底

問
鳥
取
市
交
通
安
全
対
策
協
議
会
（
本
庁

舎
協
働
推
進
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

く
生
活
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
で
「
つ
な
が

る
」
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え

ま
し
ょ
う
。

時
12
月
23
日
（
火
・
祝
）
13:

00
～
16:

00　

所
さ
ざ
ん
か
会
館
５
階
大
会
議
室
（
富
安

二
丁
目
）　

対
子
育
て
や
療
育
に
関
心
の
あ

る
人　

容
米よ
ね
か
わ川	

晃て
ら
しさ
ん
（
社
会
福
祉
法
人

広
島
県
柏
学
園
理
事
長
）
の
講
演
お
よ
び
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
つ
な
が
る
こ
と

で
広
が
る
支
援
」
な
ど　

員	

２
０
０
人　

※
申
込
不
要　

料	

無
料　

募
託
児
、
手
話

通
訳
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、12
月
４
日
（
木
）

ま
で
に
、
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
、

こ
ど
も
発
達
・
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
。

	

０
８
５
７-

33-

４
０
１
２

	

０
８
５
７-

20-

０
１
４
４

問
鳥
取
療
育
園

	

０
８
５
７-

29-

８
８
８
９

	http://w
w
w
.pref.tottori.lg.jp/kirari/

児
童
扶
養
手
当
の
制
度
改
正

　

公
的
年
金
が
受
給
で
き
る
人
は
支
給
対
象
と

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
26
年
12

月（
平
成
27
年
４
月
支
給
分
）か
ら
、
公
的
年

金
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
の
額
よ
り
低
い
場
合

は
、
そ
の
差
額
分
に
つ
い
て
児
童
扶
養
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。

問
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

14
ペ
ー
ジ
）

水道管の凍結対策を！
　気温が氷点下になると、水道管や蛇口が凍って水が出
なくなったり、水道管が破裂したりすることがあります。
　露出していたり、風当たりの強い場所にあったりする水
道管などには、保温材を巻き、ぬれないようにビニール
で覆うといった工夫をして、十分な防寒対策を施してくだ
さい。
　また、夜間や早朝の冷え込みに備えて、少しずつ水を
出し続けておくと凍結しにくくなります。出した水はため
て、洗濯などに使いましょう。
…凍ってしまったら…
　自然に溶けるのを待つ
か、凍った部分に布やタオ
ルをかぶせて、その上から
ぬるま湯をかけてゆっくり
溶かしてください。
※熱湯をかけると破裂やひび割れの恐れがあります。

《水道の元栓の位置をご存じですか？》
　水道管の破裂など、緊急時の初期対応ができるように、
ご家庭の水道の元栓の位置を確認しておきましょう。
問水道局	給水維持課		 	0857-53-7933

契約期間	 平成27年４月１日～平成28年３月31日
選考日・選考会場　平成27年1月9日（金）水道局（国安）
募集人数	 6人（河原地域の担当：3人、青谷地域の担当：3人）
応募期間	 12月１日（月）～ 26日（金）
応募案内	 12月１日（月）から水道局料金課、水道局河

原営業所、水道局青谷営業所にて募集案内
を配布。水道局ホームページからもダウン
ロードできます。

	http://www.water.tottori.tottori.jp
問水道局料金課料金係		 	0857-53-7922
　水道局河原営業所　		 	0858-76-3118
　水道局青谷営業所　		 	0857-85-2526

水道メーター計量業務委託者 募集

お
知
ら
せ

会社などを
退職した時は…

　市・県民税は、前年の所得に対して課税されます。
そのため、市・県民税が給与天引き（特別徴収）され
ている人が退職した場合、残りの市・県民税の納付方
法は次のようになります。
【6月～ 12月の退職】
　退職時に一括納付する方法（退職する勤務先へ依頼
してください）と、本人あてに送付する納税通知書で
納付する方法（普通徴収）があります。
【1月以降の退職】
　退職時に残りの税額を一括納付していただきます。
一括納付できなかった場合は、本人あてに納税通知書
を送付します。

問 	駅南庁舎市民税課		 	0857-20-3415

　退職後、すぐに新しい会社に就職し、引き続き特
別徴収を希望される場合には、退職する勤務先の担
当者へ申し出て手続きを行ってください。
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